
ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業 

 

小規模企業者や商店街等の創意工夫ある取組に対し、地域に密着した経営の支援団体が、

計画づくりから事業実施後のフォローアップまで一体的な支援を行うとともに、取組に必

要な経費の一部を補助します。 

 

１ 事業概要                                     

  本補助金事業には、「小規模・中小企業枠」と「商店街枠」があります。 

 小規模・中小企業枠 商店街枠 

補助の対象

となる取組 

○県内の小規模企業者等が行う 

以下の取組 

・円滑な事業承継 

・創業から３年以内の経営安定化 

・販路開拓及び生産性向上 

※新型コロナウイルス感染症対策の

取組を含む 

 

○県内の商店街組織等が行う 

 以下の取組 

 ・商店街機能維持・高度化 

 ・買い物困難者支援 

※新型コロナウイルス感染症対策の

取組を含む 

補助対象者 ○小規模企業者、中小企業者 

 ・会社及び会社に準ずる営利法人

（株式会社、合同会社等） 

 ・個人事業主 

 ・事業協同組合 等 

 ※複数の小規模企業者等が共同で

事業に取り組む場合も対象にな

ります。 

○商店街組織等 

・商店街振興組合、商店街振興組 

合連合会などの商店街組織 

 ・事業協同組合等において組織さ

れた商店街組織  

・任意団体（商店街組織） 

・商店街等の活性化を目的とした 

小規模企業者等のグループ  

              

補助率等 ○補助率 

 補助対象経費の３／４以内 

○補助上限額 

・円滑な事業承継タイプ ５０万円 

・創業経営安定化タイプ ３０万円 

・販路開拓タイプ    ３０万円 

○補助率 

 補助対象経費の 3／4以内 

○補助上限額 

・商店街機能維持・高度化タイプ 

 １００万円 

・買い物困難者支援タイプ 

 １５０万円 

 

                                          

 

 

 

 

 

 



 

２ 事業スキーム 

  地域の支援団体が、現状分析から事業計画の策定、事業の実施に至るまで伴走して 

支援を行います。 
 
小規模企業者、商店街組織等 

 

 

 

 

地域の支援団体  福島県商工会連合会、 

福島県商工会議所連合会、 

福島県中小企業団体中央会  

 

 

３ 補助金の申請時期等 

 

（１）募集期間 

   令和２年９月１８日（金）～１０月１３日（火） 

 

（２）事業実施期間 

   交付決定通知の日 ～ 令和２年１2月３１日まで 

   ※補助事業の内容について合理的な理由がある場合は令和３年１月１５日まで 

 

（３）事業の事務局 

   ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業補助金事務局 

    ○福島県商工会連合会 

       ○福島県商工会議所連合会 

    ○福島県中小企業団体中央会 

   （福島県より上記３団体に委託して事業を実施） 

 

（４）申請に関する問い合わせ先等 

   問い合わせ先：管轄の商工会や商工会議所及び中小企業団体中央会 

現状分析 事業計画策定 

 

事業の実施 

現状分析から計画策定、事業の実行まで伴走して支援 

○円滑な事業承継 

○創業後の経営安定化 

○生産性向上 

○販路拡大 

○商店街の機能維持・高度

化 

〇買い物困難者支援 

取組に係る経費の一部を補助 


